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問

Ｐ
Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
の
導

入
に
お
け
る
留
意
点
に
つ
い
て
聞
く
。

問

エ
ア
コ
ン
設
置
に
よ
る
効
果

と
予
算
規
模
に
つ
い
て
聞
く
。

答

本
市
の
公
立
小
中
学
校
等
で

は
、
夏
休
み
を
中
心
に
校
内
で
長
時

間
の
加
力
補
習
授
業
等
を
行
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
エ
ア
コ
ン
設
置
に

よ
っ
て
児
童
生
徒
が
勉
学
に
集
中
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
学
力
の

向
上
に
効
果
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

整
備
費
用
の
概
算
と
し
て
、
先
行

⑤

　

県
下
唯
一
の
市
立
高
校
の
高
知
商

業
高
等
学
校
は
、
県
下
で
「
市
商
」

の
愛
称
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
市
商
が
、
来
年
創
立
１
２
０

周
年
を
迎
え
ま
す
。
明
治
31
（
１
８

９
８
）
年
５
月
、
高
知
市
帯
屋
町
に

簡
易
商
業
学
校
と
し
て
開
校
し
、
昭

和
23
年
に
高
知
商
業
高
等
学
校
に
改

称
。
そ
の
後
、
昭
和
45
年
に
現
在
の

高
知
市
大
谷
に
新
築
・
移
転
さ
れ
ま

し
た
。

　

市
商
と
い
え
ば
思
い
出
す
の
が
高

校
野
球
と
い
う
方
も
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
ま
で
た
く
さ

ん
の
プ
ロ
野
球
選
手
を
輩
出
し
た
野

球
部
も
、
来
年
創
部
１
０
０
周
年
を

迎
え
ま
す
。

　

ま
た
「
市
商
祭
」
は
、
文
化
祭
の

部
と
体
育
祭
の
部
に
分
け
て
行
わ
れ

ま
す
。
市
商
の
体
育
祭
と
い
え
ば
伝

統
の
「
全
体
応
援
」
。
一
糸
乱
れ
ぬ

掛
け
声
と
体
全
体
を
使
っ
た
手
拍
子

は
、
知
る
人
ぞ
知
る
白
熱
し
た
見
応

え
の
あ
る
も
の
で
す
。
文
化
祭
で
は

今
年
、
路
面
電
車
で
市
商
祭
を
Ｐ
Ｒ

す
る
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
電
車
が
運

行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
生
徒
や
保

護
者
も
参
加
す
る
約
40
の
店
で
、
市

商
が
学
校
建
設
に
取
り
組
ん
で
い
る

ラ
オ
ス
の
物
産
を
は
じ
め
、
食
品
や

地
場
産
品
等
を
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

長
い
歴
史
と
伝
統
を
持
つ
市
商
の

今
後
の
発
展
と
、
生
徒
一
人
一
人
の

今
後
の
活
躍
を
願
っ
て
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
議
会
広
報
委
員 

大
久
保
尊
司
）

学
力
向
上
の
秘
策
と
な
る
か

～
中
学
校
へ
の
エ
ア
コ
ン
設
置
～

　

近
年
の
猛
暑
を
背
景
に
、
全
国
で

公
立
小
中
学
校
等
へ
の
エ
ア
コ
ン
設

置
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
の
調

査
に
よ
る
と
、
平
成
29
年
４
月
時
点

の
全
国
の
設
置
率
は
41
・
７
％
で
、

３
年
前
か
ら
11
・
８
ポ
イ
ン
ト
増
え

て
い
ま
す
。
一
方
、
本
市
の
設
置
率

は
28
年
12
月
1
日
時
点
で
21
・
６
％

と
、
全
国
平
均
を
大
き
く
下
回
っ
て

い
ま
す
。

し
て
設
置
予
定
の
中
学
校
と
義
務
教

育
学
校
の
３
５
３
教
室
に
つ
い
て
は
、

機
器
の
設
置
に
約
７
億
９
千
万
円
、

受
変
電
設
備
等
の
改
修
に
約
５
億
３

千
万
円
、
ま
た
、
小
学
校
の
８
３
５

教
室
に
は
機
器
の
設
置
に
約
18
億
７

千
万
円
が
そ
れ
ぞ
れ
必
要
に
な
る
見

込
み
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
平
成
27
年
12
月
に

発
出
さ
れ
た
国
か
ら
の
「
多
様
な
Ｐ

Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
導
入
を
優
先
的

に
検
討
す
る
た
め
の
指
針
」
の
通
知

を
受
け
て
、
本
市
で
は
、
29
年
９
月

に
同
手
法
の
導
入
検
討
規
程
を
設
け

て
お
り
、
今
後
、
条
件
に
当
て
は
ま

る
公
共
施
設
の
整
備
に
お
い
て
は
、

同
手
法
の
導
入
を
優
先
的
に
検
討
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

答

同
手
法
の
特
徴
と
し
て
、
公

共
施
設
の
設
計
や
建
設
、
維
持
管
理

等
の
業
務
を
一
括
発
注
で
き
る
こ
と

や
、
民
間
活
力
の
導
入
に
よ
っ
て
低

廉
で
良
質
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
つ
な
が
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
事
業
期
間
が
長
期
に
わ

た
る
こ
と
か
ら
、
期
間
中
の
事
故
や

災
害
、
経
済
情
勢
の
変
化
等
の
予
測

が
困
難
で
あ
り
、
導
入
の
検
討
に
際

し
て
は
、
事
業
者
と
の
綿
密
な
リ
ス

ク
分
担
の
設
定
が
必
要
に
な
る
。

　

同
手
法
の
導
入
に
つ
い
て
は
事
業

者
の
提
案
も
踏
ま
え
て
検
討
す
る
べ

き
と
考
え
て
お
り
、
大
学
関
係
者
や

事
業
者
、
金
融
機
関
等
の
代
表
者
も

参
加
す
る
高
知
県
・
高
知
市
連
携
Ｐ

Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
地
域
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ

ー
ム
を
立
ち
上
げ
、
同
手
法
の
ノ
ウ

ハ
ウ
の
共
有
や
習
得
及
び
関
係
者
間

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
図
っ
て

い
く
。

問

エ
ア
コ
ン
設
置
に
お
け
る
Ｐ

Ｐ
Ｐ
／
Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法
の
導
入
に
つ
い

て
、
今
後
の
方
針
を
聞
く
。

答

本
市
で
は
、
給
食
セ
ン
タ
ー

の
建
設
や
老
朽
化
対
策
の
大
規
模
改

造
工
事
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
整
備
等
の

優
先
事
業
が
あ
り
、
本
年
度
は
エ
ア

コ
ン
設
置
に
向
け
た
調
査
費
等
の
予

算
化
を
見
送
っ
て
い
る
が
、
今
後
、

庁
内
の
関
係
課
が
連
携
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ

方
式
の
導
入
可
能
性
も
含
め
、
幅
広

く
協
議
・
検
討
を
重
ね
て
い
く
。

休 

憩 

室

市
町
村
の
森
林
整
備
に
安
定
的
財
源
を

　

森
林
整
備
の
推
進
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
等
さ
ま
ざ
ま
な
恩
恵
を
全
国
民
に

も
た
ら
し
ま
す
が
、
森
林
現
場
に
は
森
林
所
有
者
の
特
定
困
難
や
担
い
手
不
足

等
多
く
の
課
題
が
あ
る
た
め
、
国
は
、
森
林
整
備
等
の
財
源
と
し
て
森
林
環
境

税
（
仮
称
）
の
導
入
を
検
討
し
て
お
り
、
平
成
29
年
度
与
党
税
制
改
正
大
綱
に

お
い
て
、
平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
結
論
を
得
る
と
の
方
針
が
決
定
し
て
い
ま

す
。

　

税
収
の
配
分
方
法
や
使
い
道
、
税
率
な
ど
の
詳
細
は
現
段
階
で
は
決
定
し
て

い
ま
せ
ん
が
、
全
国
市
長
会
で
は
、
市
町
村
の
役
割
に
応
じ
た
継
続
的
か
つ
安

定
的
な
財
源
確
保
の
仕
組
み
と
す
る
こ
と
な
ど
が
決
議
さ
れ
、
全
国
知
事
会
で

は
、
都
道
府
県
に
も
一
部
配
分
す
べ
き
と
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
知
県
を
含
む
37
府
県
で
既
に
独
自
の
森
林
関
連
課
税
を
導
入
し
て

お
り
、
二
重
課
税
と
の
懸
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
９
月
定
例
会
で
質
疑
が
あ
り
、

閉
会
日
に
は
次
の
意
見
書
を
賛
成
多
数
で
可
決
し
、
国
に
提
出
し
ま
し
た
。

　
　

森
林
環
境
税
（
仮
称
）
の
創
設
等
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
求
め
る
意
見
書
（
要
旨
）

　

わ
が
国
の
地
球
温
暖
化
対
策
と
し
て
の
温
室
効
果
ガ
ス
削
減
目
標
を
達
成
す

る
た
め
に
は
、
森
林
吸
収
源
対
策
の
推
進
が
不
可
欠
だ
が
、
森
林
を
多
く
抱
え

る
本
市
等
山
村
地
域
の
市
町
村
に
お
い
て
は
、
森
林
吸
収
源
対
策
等
の
主
体
的

取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
た
め
の
恒
久
的
、
安
定
的
な
財

源
が
大
幅
に
不
足
し
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
平
成
30
年
度
税
制
改
正
議
論
が
本
格
化
す
る
に
当
た
り
、
次
の
３

点
の
実
現
を
政
府
に
強
く
求
め
る
。

①
関
係
市
町
村
が
森
林
・
林
業
・
山
村
対
策
を
恒
久
的
に
実
施
す
る
た
め
の
財

　

源
と
な
る
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
を
早
期
に
創
設
す
る
こ
と
。

②
本
県
を
は
じ
め
37
府
県
が
独
自
に
導
入
し
て
い
る
同
様
の
税
制
と
の
整
合
性

　

を
図
り
、
二
重
課
税
と
の
指
摘
を
払
拭
す
る
制
度
を
設
計
す
る
こ
と
。

③
森
林
環
境
税
（
仮
称
）
は
、
森
林
所
有
者
や
森
林
組
合
な
ど
と
連
携
し
て
実

　

際
の
森
林
整
備
を
実
施
す
る
市
町
村
に
配
分
す
る
こ
と
。


